
　
防
災
情
報
の
意
味
を
直
感
的
に

理
解
で
き
る
よ
う
、５
段
階
の
レ
ベ

ル
で
表
す
運
用
が
始
ま
り
ま
し

た
。警
戒
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
、と
る

べ
き
行
動
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
１

　
今
後
、警
報
級
の
可
能
性
が
予

想
さ
れ
ま
す
。災
害
へ
の
心
構
え
を

高
め
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
２

　
注
意
報
が
発
表
さ
れ
ま
す
。自
ら

の
避
難
行
動
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
３

　
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開

始
が
発
令
さ
れ
ま
す
。避
難
に
時

間
を
要
す
る
人
は
安
全
な
場
所
へ

避
難
を
開
始
し
、そ
の
他
の
人
は
避

難
の
準
備
や
自
発
的
に
避
難
し
て

く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
４

　
避
難
勧
告
や
、状
況
に
よ
っ
て
は

避
難
指
示（
緊
急
）が
発
令
さ
れ
ま

す
。全
員
、避
難
し
て
く
だ
さ
い
。状

況
に
応
じ
て
、近
隣
の
安
全
な
場

所
へ
の
避
難
や
、建
物
内
の
よ
り
安

全
な
場
所
へ
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
５

　
災
害
発
生
情
報
が
発
令
さ
れ
ま

す
。す
で
に
災
害
が
発
生
し
て
い
る

状
況
で
す
。命
を
守
る
た
め
の
最
善

の
行
動
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場 
防
災
危
機
管

理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
近
年
、地
震
や
豪
雨
な
ど
に
よ

り
、全
国
各
地
で
大
き
な
被
害
が
出

て
い
ま
す
。災
害
か
ら
身
を
守
る
に

は
、日
頃
か
ら
の
備
え
が
大
切
で
す
。

　
町
で
は
、次
の
と
お
り
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。皆
さ
ん
多
数
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

と
き
　
８
月
18
日（
日
）午
前
８
時

※

少
雨
決
行

※

予
備
日
な
し

と
こ
ろ
　
町
内
一
円

・
主
会
場
　
大
治
中
学
校

・
地
区
会
場
　
西
條
防
災
コ
ミ
ュ

　
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、西
公
民
館
、

　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、公
民
館
、

　
八
ツ
屋
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
タ
ー
、砂
子
東
部
防
災
ふ
れ
あ

　
い
セ
ン
タ
ー

※

暑
さ
対
策
の
た
め
、水
筒
・
タ
オ

　
ル
・
帽
子
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

住
宅
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

　
住
宅
を
改
修
し
、
下
記
の
要
件
に

該
当
す
る
方
は
、
翌
年
度
の
固
定
資

産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
添
付
書

類
を
添
え
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場
　
税
務
課

　
内
線
１
７
８
・
１
７
９

昭和５７年１月１日以前から所在する住宅で建築基
準法の現行の耐震基準に適合する改修工事が行
われた住宅で耐震改修工事の工事費が５０万円を
超えるもの
※認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積
　が５０㎡（戸建て以外の貸家住宅は４０㎡）以上
　２８０㎡以下

平成２０年１月１日以前から所在している床面積が
５０㎡以上の住宅（賃貸住宅を除く。また平成３０年
４月１日以降の改修は床面積が２８０㎡以下である
こと）で現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ
改修（熱損失防止改修）工事が行われた住宅で、補
助金等を除く自己負担が５０万円を超えるもの
❶窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化な
　ど）・・・必須
❷床の断熱改修工事
❸天井の断熱改修工事
❹壁の断熱改修工事
※認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積
　が５０㎡（戸建て以外の貸家住宅は４０㎡）以上
　２８０㎡以下

６５歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受
けている方、障害のある方のいずれかの方が居住す
る既存の住宅で床面積が５０㎡以上（新築された日か
ら１０年以上を経過した住宅で、賃貸住宅を除く。ま
た平成３０年４月１日以降の改修は、床面積が２８０㎡
以下であること）の建物で行われた改修工事で、補助
金等を除く自己負担が５０万円を超えるもの
•廊下の拡幅
•階段の勾配の緩和
•浴室の改良
•便所の改良
•手すりの取り付け
•床の段差の解消
•引き戸への取り替え
•床表面の滑り止め化

工事を行った家屋に係る翌
年度分の固定資産税額（１
戸当たり１００㎡分までを限
度）の３分の１

工事を行った家屋に係る翌
年度分の固定資産税額（１
戸当たり１２０㎡分までを限
度）の３分の１
ただし、住宅耐震改修に係る
固定資産税の減額措置を受
けている年度は減額されま
せん。
※認定長期優良住宅の場合
　には３分の２

工事を行った家屋に係る翌
年度分の固定資産税額（１
戸当たり１２０㎡分までを限
度）の２分の１
※認定長期優良住宅の場合
　には３分の２

•納税義務者の住民票の写し
•補助金等の交付、給付決定書
•次の❶～❸のいずれかの書類
❶６５歳以上の方の住民票の写し
❷介護保険被保険者証の写し
❸障害者手帳またはこれに代わるもの
　の写し
•工事明細書（建築士、登録住宅性能評
　価機関等が発行する改修工事が行わ
　れた事を証明する書類でも可）
•改修前後の写真およびバリアフリ
　ー改修工事に要した費用が確認でき
　る領収書等

•納税義務者の住民票の写し
•現行の省エネ基準に新たに適合した
　工事であることの証明書（建築士・指
　定確認検査機関・登録住宅性能評価
　機関が発行）
•省エネ改修工事に要した費用を確認
　できる領収証等
※認定長期優良住宅の場合には認定通
　知書の写し

•現行の耐震基準に適合した工事であ
　ることの証明書（町・建築士・指定確認
　検査機関・登録住宅性能評価機関・住
　宅瑕疵担保責任保険法人が発行）
•耐震改修工事に要した費用を確認で
　きる領収書等
※認定長期優良住宅の場合には認定通
　知書の写し

要件

耐
震
改
修

省
エ
ネ
改
修

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

減額される額 添付書類

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
会

　
東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属
の

税
理
士
に
よ
る
、
無
料
税
務
相
談
会

を
行
い
ま
す
。相
続
税
、
贈
与
税
に
関

す
る
相
談
、
税
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い

こ
と
、
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方
な
ど
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き
　
８
月
14
日（
水
）午
後
２
時
〜

４
時（
１
人
30
分
以
内
）

と
こ
ろ
　
役
場 

会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
の
予
約
制
で
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
開
催
日
の
前
日
ま
で
に

税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・
申
告
書
の
作
成
に
関
す
る
相
談
会

　
で
す
の
で
、税
額
に
関
す
る
内
容
に

　
つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
申
告
書
等
の

　
税
務
書
類
の
作
成
も
行
い
ま
せ
ん
。

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
５
・
１
７
６

個
人
事
業
者
の
税
務
相
談
会

　
商
工
会
で
は
、
個
人
小
規
模
事
業

主
を
対
象
に
、記
帳
確
認
お
よ
び
半
期

源
泉
所
得
税
の
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

　
新
し
く
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方
、

白
色
申
告
の
方
、
ア
パ
ー
ト
や
駐
車

場
な
ど
の
不
動
産
貸
付
を
営
み
、
記

帳
で
お
悩
み
の
方
な
ど
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き
　
７
月
９
日（
火
）午
前
９
時
30

分
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ
　
商
工
会
館 

２
階 

講
習
会

等
研
修
室

問
合
せ
先
　
商
工
会
　

　
☎（
４
４
２
）４
５
１
１

大
治
町
総
合
防
災
訓
練

防
災
豆
知
識

警
戒
レ
ベ
ル
運
用
開
始

　町が防災行政無線で直近に放送し
た内容を専用ダイヤルで聴くことが
できます。ぜひご活用ください。

☎（444）2121

問合せ先　役場　防災危機管理課
　　　　　内線 151・152
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分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!



　
防
災
情
報
の
意
味
を
直
感
的
に

理
解
で
き
る
よ
う
、５
段
階
の
レ
ベ

ル
で
表
す
運
用
が
始
ま
り
ま
し

た
。警
戒
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
、と
る

べ
き
行
動
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
１

　
今
後
、警
報
級
の
可
能
性
が
予

想
さ
れ
ま
す
。災
害
へ
の
心
構
え
を

高
め
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
２

　
注
意
報
が
発
表
さ
れ
ま
す
。自
ら

の
避
難
行
動
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
３

　
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開

始
が
発
令
さ
れ
ま
す
。避
難
に
時

間
を
要
す
る
人
は
安
全
な
場
所
へ

避
難
を
開
始
し
、そ
の
他
の
人
は
避

難
の
準
備
や
自
発
的
に
避
難
し
て

く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
４

　
避
難
勧
告
や
、状
況
に
よ
っ
て
は

避
難
指
示（
緊
急
）が
発
令
さ
れ
ま

す
。全
員
、避
難
し
て
く
だ
さ
い
。状

況
に
応
じ
て
、近
隣
の
安
全
な
場

所
へ
の
避
難
や
、建
物
内
の
よ
り
安

全
な
場
所
へ
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

警
戒
レ
ベ
ル
５

　
災
害
発
生
情
報
が
発
令
さ
れ
ま

す
。す
で
に
災
害
が
発
生
し
て
い
る

状
況
で
す
。命
を
守
る
た
め
の
最
善

の
行
動
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機
管

理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
近
年
、地
震
や
豪
雨
な
ど
に
よ

り
、全
国
各
地
で
大
き
な
被
害
が
出

て
い
ま
す
。災
害
か
ら
身
を
守
る
に

は
、日
頃
か
ら
の
備
え
が
大
切
で
す
。

　
町
で
は
、次
の
と
お
り
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。皆
さ
ん
多
数
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

と
き
　
８
月
18
日（
日
）午
前
８
時

※

少
雨
決
行

※

予
備
日
な
し

と
こ
ろ
　
町
内
一
円

・
主
会
場
　
大
治
中
学
校

・
地
区
会
場
　
西
條
防
災
コ
ミ
ュ

　
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、西
公
民
館
、

　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、公
民
館
、

　
八
ツ
屋
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
タ
ー
、砂
子
東
部
防
災
ふ
れ
あ

　
い
セ
ン
タ
ー

※

暑
さ
対
策
の
た
め
、水
筒
・
タ
オ

　
ル
・
帽
子
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

住
宅
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

　
住
宅
を
改
修
し
、
下
記
の
要
件
に

該
当
す
る
方
は
、
翌
年
度
の
固
定
資

産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
添
付
書

類
を
添
え
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場
　
税
務
課

　
内
線
１
７
８
・
１
７
９

昭和５７年１月１日以前から所在する住宅で建築基
準法の現行の耐震基準に適合する改修工事が行
われた住宅で耐震改修工事の工事費が５０万円を
超えるもの
※認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積
　が５０㎡（戸建て以外の貸家住宅は４０㎡）以上
　２８０㎡以下

平成２０年１月１日以前から所在している床面積が
５０㎡以上の住宅（賃貸住宅を除く。また平成３０年
４月１日以降の改修は床面積が２８０㎡以下である
こと）で現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ
改修（熱損失防止改修）工事が行われた住宅で、補
助金等を除く自己負担が５０万円を超えるもの
❶窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化な
　ど）・・・必須
❷床の断熱改修工事
❸天井の断熱改修工事
❹壁の断熱改修工事
※認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積
　が５０㎡（戸建て以外の貸家住宅は４０㎡）以上
　２８０㎡以下

６５歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受
けている方、障害のある方のいずれかの方が居住す
る既存の住宅で床面積が５０㎡以上（新築された日か
ら１０年以上を経過した住宅で、賃貸住宅を除く。ま
た平成３０年４月１日以降の改修は、床面積が２８０㎡
以下であること）の建物で行われた改修工事で、補助
金等を除く自己負担が５０万円を超えるもの
•廊下の拡幅
•階段の勾配の緩和
•浴室の改良
•便所の改良
•手すりの取り付け
•床の段差の解消
•引き戸への取り替え
•床表面の滑り止め化

工事を行った家屋に係る翌
年度分の固定資産税額（１
戸当たり１００㎡分までを限
度）の３分の１

工事を行った家屋に係る翌
年度分の固定資産税額（１
戸当たり１２０㎡分までを限
度）の３分の１
ただし、住宅耐震改修に係る
固定資産税の減額措置を受
けている年度は減額されま
せん。
※認定長期優良住宅の場合
　には３分の２

工事を行った家屋に係る翌
年度分の固定資産税額（１
戸当たり１２０㎡分までを限
度）の２分の１
※認定長期優良住宅の場合
　には３分の２

•納税義務者の住民票の写し
•補助金等の交付、給付決定書
•次の❶～❸のいずれかの書類
❶６５歳以上の方の住民票の写し
❷介護保険被保険者証の写し
❸障害者手帳またはこれに代わるもの
　の写し
•工事明細書（建築士、登録住宅性能評
　価機関等が発行する改修工事が行わ
　れた事を証明する書類でも可）
•改修前後の写真およびバリアフリ
　ー改修工事に要した費用が確認でき
　る領収書等

•納税義務者の住民票の写し
•現行の省エネ基準に新たに適合した
　工事であることの証明書（建築士・指
　定確認検査機関・登録住宅性能評価
　機関が発行）
•省エネ改修工事に要した費用を確認
　できる領収証等
※認定長期優良住宅の場合には認定通
　知書の写し

•現行の耐震基準に適合した工事であ
　ることの証明書（町・建築士・指定確認
　検査機関・登録住宅性能評価機関・住
　宅瑕疵担保責任保険法人が発行）
•耐震改修工事に要した費用を確認で
　きる領収書等
※認定長期優良住宅の場合には認定通
　知書の写し

要件

耐
震
改
修

省
エ
ネ
改
修

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

減額される額 添付書類

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
会

　
東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属
の

税
理
士
に
よ
る
、
無
料
税
務
相
談
会

を
行
い
ま
す
。相
続
税
、
贈
与
税
に
関

す
る
相
談
、
税
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い

こ
と
、
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方
な
ど
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き
　
８
月
14
日（
水
）午
後
２
時
〜

４
時（
１
人
30
分
以
内
）

と
こ
ろ
　
役
場 

会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
の
予
約
制
で
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
開
催
日
の
前
日
ま
で
に

税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・
申
告
書
の
作
成
に
関
す
る
相
談
会

　
で
す
の
で
、税
額
に
関
す
る
内
容
に

　
つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
申
告
書
等
の

　
税
務
書
類
の
作
成
も
行
い
ま
せ
ん
。

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
５
・
１
７
６

個
人
事
業
者
の
税
務
相
談
会

　
商
工
会
で
は
、
個
人
小
規
模
事
業

主
を
対
象
に
、記
帳
確
認
お
よ
び
半
期

源
泉
所
得
税
の
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

　
新
し
く
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方
、

白
色
申
告
の
方
、
ア
パ
ー
ト
や
駐
車

場
な
ど
の
不
動
産
貸
付
を
営
み
、
記

帳
で
お
悩
み
の
方
な
ど
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き
　
７
月
９
日（
火
）午
前
９
時
30

分
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ
　
商
工
会
館 

２
階 

講
習
会

等
研
修
室

問
合
せ
先
　
商
工
会
　

　
☎（
４
４
２
）４
５
１
１

大
治
町
総
合
防
災
訓
練

防
災
豆
知
識

警
戒
レ
ベ
ル
運
用
開
始

　町が防災行政無線で直近に放送し
た内容を専用ダイヤルで聴くことが
できます。ぜひご活用ください。

☎（444）2121

問合せ先　役場　防災危機管理課
　　　　　内線 151・152
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分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!


